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国立大学法人京都大学教員早期退職規程 

           

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就

業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業規則」

という。）第２２条の２の規定に基づき、教員が自

らの意思により就業規則第２２条第１項第１号に定

める定年の年齢に達する日の前日までに、第５条に

定める退職手当の支給を受けて退職できる制度（以

下「早期退職制度」という。）に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（早期退職の要件） 

第２条 満５５歳以上の教員は、第４条に定める申出

により総長が認めるときは早期退職することができ

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除

く。 

 

(1) 退職の日における本学の教員としての在職年数

が引き続き１０年未満の者 

(2) 退職の日における年齢が満６５歳の者 

(3) 本学の役員となるために退職する者 

 

(4) 第４条による申出の日又は退職する日に就業規

則第１５条第１項各号の事由により休職している

者 

 

 

（退職の時期） 

第３条 早期退職制度による退職の日は、３月３１日

又は９月３０日とする。 

 

 

 

（申出の方法） 

第４条 早期退職制度により退職を希望する教員は、

前条に定める退職の日の１年前（教育等に支障がな

いと当該部局の長が判断した場合にあっては６月

国立大学法人京都大学教職員早期退職規程 

           

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就

業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業規則」

という。）第２２条の２の規定に基づき、教職員が

自らの意思により就業規則第２２条第１項各号に定

める定年の年齢に達する日の前日までに、次の各号

に規定する募集に応じて申出を行い、及び第５条第

１項の認定を受けて退職する制度（以下「早期退職

制度」という。）に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

 (1) 教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目

的として、第３条に規定する退職の日（以下「退

職の日」という。）において定められているその

者に係る定年から１５年を減じた年齢以上の教職

員を対象として行う募集 

(2) 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を円

滑に実施することを目的として、当該組織又は事

業場若しくは施設に所属する教職員を対象として

行う募集 

（早期退職の要件） 

第２条 教職員は、退職の日に係る前条第１号又は第

２号に規定する募集（以下「募集」という。）に応

じて申出を行い、第５条第１項の規定による認定を

受けることにより早期退職することができる。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

 

 

(1) 退職の日に定年に達している者 

(2) 本学の役員となるために退職する者 

(3) 任期を付して雇用される者 

(4) 就業規則第４８条の規定による懲戒処分（故意

又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る

職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下

「懲戒処分」という。）を募集の開始の日におい

て受けている者又は募集の期間中に受けた者 

（退職の日） 

第３条 早期退職制度による退職の日は、３月、６月、

９月又は１２月（教員については３月又は９月）の

いずれかの月の末日とする。ただし、第１条第２号

に規定する募集に係る退職の日は、これと異なる日

とすることができる。 

（申出の方法） 

第４条 早期退職制度により退職を希望する教職員

は、当該募集において定められた期間内に所属する

部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学
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前）までに所属する部局の長に対しその旨を申し出

なければならない。 

 

 

 

 

 

２ 前項により申出を行った後は、それを撤回するこ

とはできない。ただし、この規程による退職ができ

ない場合は、この限りでない。 

（退職手当の特例） 

第５条 早期退職制度により退職した教員に対する退

職手当の支給額は、定年により退職したものとみな

して算定される額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雇用の制限） 

第６条 早期退職制度により退職した教員は、再び教

部附属病院、各センター(国立大学法人京都大学の組
織に関する規程（平成１６年達示第１号)第３章第７
節から第１１節まで（第４７条第１項に定める組織

のうち図書館機構を除く。）に定める施設等をい

う。）、事務本部の各部及び総長室並びに各共通事務

部をいう。以下同じ。）の長に対しその旨を申し出な

ければならない。 

２ 次条第２項による認定の通知を受けた後は、当該

申出を撤回することができない。ただし、この規程

による退職ができない場合は、この限りでない。 

（早期退職の認定） 

第５条 総長は、前条第１項の規定による申出があっ

た場合は、申し出た教職員（以下「申出者」という。）

が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、早期

退職制度により退職することができる旨の認定を行

うものとする。 

(1) 当該募集において定められた要件又は第２条に

規定する要件を満たさない場合 

(2) 申出後に懲戒処分を受けた場合 

(3) 懲戒処分を受けるべき行為（在職期間中の申出

者の非違に当たる行為であって、その非違の内容

及び程度に照らして当該処分に値することが明ら

かなものをいう。）をしたことを疑うに足りる相

当な理由がある場合その他申出者に対し認定を行

うことが社会通念上不適切と認める場合 

(4) 申出者を引き続き業務に従事させることが業務

の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を

計画的に推進するために特に必要であると認める

場合 

２ 総長は、前項の認定をし、又はしない旨の決定を

したときは、遅滞なく、その旨（認定をしない旨の

決定をした場合においてはその理由を含む。）を所

属する部局の長を通じて申出者に書面により通知す

る。 

３ 認定を受けた申出者が次の各号のいずれかに該当

するときは、当該認定は、その効力を失う。 

(1) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程（平

成１６年達示第８９号。以下「退職手当規程」と

いう。）第１３条第１項第１号又は第２号に該当

するに至ったとき。 

(2) 退職手当規程第２条第５号又は第７号の規定に

より退職手当を支給しない場合に該当するに至っ

たとき。 

(3) 退職の日の前日までに退職し、又は解雇された

とき。 

(4) 懲戒処分を受けたとき。 

（雇用の制限） 

第６条 早期退職制度により退職した教職員は、再び
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員となることはできない。 

 

（後 略） 

       

退職手当規程の適用を受ける教職員となることはで

きない。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成２５年１１月１日から施行する。

２ この規程の施行日前において改正前の第４条第１

項に規定する申出を行った教員については、改正後

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 
 

 


